
学校感染症等に係る登園・登校に関する意見書 

                   氏   名               ( 男・女 )         

                  生年月日       年   月   日生まれ  

□  下記の疾患に罹患したため、学校保健安全法施行規則にもとづき療養を指示していましたが、感染

のおそれがきわめて少なくなったので、  月  日以降の登園・登校が可能であると判断しました。  

 

第１種感染症 □(                       )[治癒]  

 

第２種感染症 □インフルエンザ(Ａ型・Ｂ型) ［発症した後(発熱の翌日を１日目として)５日を経過し、かつ、解熱   

した後 2 日(ただし幼児は 3 日)を経過するまで］  

             □新型コロナウイルス感染症（COVID-19） ［発症した後(発熱の翌日を１日目として) ５日を経 

過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するまで］ 

               □麻しん [解熱後３日経過]     □風しん [発疹消失]  

 □水痘 [すべての発疹の痂皮化]  □咽頭結膜熱 [主要症状消褪後２日経過]  

 □結核 [感染のおそれなし]     □髄膜炎菌性髄膜炎 [感染のおそれなし]  

 □百日咳 [特有の咳が消失 または５日間の適正な抗菌性物質製剤療法が終了]  

 □流行性耳下腺炎 

 [耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現したあと５日経過しかつ全身状態 が良好]  

 

第３種感染症 □流行性角結膜炎          □急性出血性結膜炎 [感染のおそれなし]  

 □腸管出血性大腸菌感染症(*) (*)便の細菌培養において２回陰性が確認されたものとするのが一般的である。 

 □コレラ   □細菌性赤痢     □腸チフス    □パラチフス  

 

◆第３種その他の感染症 [①～④は、出席停止により感染拡大防止効果があるもの] 

□ ① Ａ群溶血性連鎖球菌咽頭炎(溶連菌感染症) 

□ ② アデノウイルス感染症 

□ ③ 感染性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどによるもの) 

□ ④ 急性細気管支炎(主として RS ウイルス感染によると考えられるもの) 

[その他、個人の療養効果を重視した感染症] 

マイコプラズマ感染症・単純ヘルペス歯肉ロ内炎・帯状疱疹・ヘルパンギーナ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

□ いまだ病名の確定には至っていませんが、下記のような病状から「感染のおそれなし」と判断できず、  

現時点での登園・登校は不適切であると判断します。 
             血液・粘液を含む便       この 24 時間以内に複数回の嘔吐    原因不明の発しん  

            よだれを伴うロ内痛・ロ内炎   発熱・脱水などの全身症状と持続する原因不明の腹痛 

            がんこな咳漱          唾液腺の腫大    

〔口 その他の意見:                                   〕 

年   月   日  

医療機関名: 

診察医師(診察した医師に限る):   

―大阪府医師会学校医部会作成(令和 5 年 4 月学校保健安全法改正に準拠)より引用― 



感染症の対応  

１、 学校伝染病予防規則  

平成 11 年４月に感染症新法が施行され、その中の学校伝染病規則を建国幼稚園の感染症対策の基

本として行うこととします。  

・学校伝染病規則による感染症の定義は次の三種類に分類されています。 

① 第一種    伝染力が強く重症で危険性の高い病気で、病気が治るまで出席できない（法定伝染等）  

② 第二種    主に飛沫感染（くしゃみ、咳、会話などによって病原体が飛び散ってうつる）によって広 

る病気。 

③ 第三種   学校などで流行が広がる可能性のあるもので 「他へ伝染するおそれがないことが医師によ

って認められるまで」が出席停止期間の基準となっている。 なお、第三種の中で溶連菌感

染症や手足口病などのように日常よく見られるものが「その他の伝染病」として区別され

ている。これらには一定の出席停止の基準は設けられてはいないものの、その時々の発生

や流行動向によっては、医師による主席停止の指示にしたがう必要がある。  

●保育園でよく見られる感染症の出席停止基準) ★印は通園に際し当園の様式又は医師が発行する登園許可証が必要です 

以下の各号に感染症ごとの園児の保育園登園停止基準を定める。 

名称 出席停止基準 潜伏期間 

①インフルエンザ(こども) ★ 解熱した後３日を経過するまで 1～3 日 

②百日咳★ 特有の咳が消失するまで 7～10 日 

③麻疹(はしか) ★ 解熱した後 3 日を経過するまで 8～12 日 

④ポリオ(小児まひ) ★ 急性期の主要症状が消退するまで  

⑤ウイルス性肝炎★ 主要症状が消退するまで  

⑥流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ★ 耳下腺の腫れが消失するまで 14～21 日 

⑦風疹(三日はしか) ★ 発疹が消失するまで 16～18 日 

⑧水痘(水ぼうそう) ★ 全ての発疹がかさぶたになるまで 14～16 日 

⑨咽頭結膜熱(プ-ル熱・アデノウィルス) ★ 主要症状が消退した後 2 日を経過するまで 14～21 日 

⑩流行性結膜炎★ 治癒するまで 2～14 日 

⑪急性出血性結膜炎★ 治癒するまで 1～3 日 

⑫ヘルパンギ-ナ 主治医が登園して差し支えないと認めたとき 3～6 日 

⑬手足口病 同上 3～6 日 

⑭溶連菌感染症★ 有効治療を始めてから 2～3 日たって 2～5 日 

⑮乳児嘔吐下痢症(ロタウイルス等)★ 主な症状がほとんど消失し、主治医が登園して差

し支えないと認めたとき 
 

⑯感染性胃腸炎 (小型球形ウイルス、SRSV) 同上  

⑰マイコプラズマ肺炎 同上 2～3 週間 

⑱突発性発疹 同上 約 10 日 

⑲ヘルペス性歯肉口内炎(単純ヘルペス性感染症) 同上 2～10 日 

⑳とびひ(伝染性膿か疹・皮膚化膿症) 他人への感染のおそれがないと医師が認めたとき 2～10 日 

㉑腸管出血性大腸菌感染症(0-26，0-55，0-104、 

0-111，0-126，0-145，0-157 等の大腸菌) 

菌が消失し、主治医の許可後  

㉒コロナ★ 発症した後 5 日を経過 2～7 日 

㉓RS ウィルス★ 重篤な呼吸器症状がなくなり、全身状態が良いこ

と 
4～6 日 
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